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第２次那須塩原市総合計画策定方針 

 

１ 趣旨 

平成１７年１月に誕生した那須塩原市において、平成１７～１８年度の２年間を費やし、１０年間の

まちづくりの方向性を示す「第１次那須塩原市総合計画（計画期間：平成１９～２８年度）」を策定し

た。その基本構想において、将来像を「人と自然がふれあう やすらぎのまち 那須塩原」とし、総

合的なまちづくりに取り組んできた。 

この間、人口減少時代の到来や少子高齢化の加速度的な進行、高度情報化社会のさらなる

急速化や自主的かつ自律的な行財政運営、市民の生命と財産を守り地域の持続的な成長を促

すための地域強靭化などの課題の中で、地方自治体には、個性豊かで魅力のある地域社会の

構築や、地域特性に即した地域課題の解決が求められている。 

このたび、第１次総合計画が平成２８年度をもって終了することから、第１次総合計画の検証を

行うとともに、市政全般にわたる市民のニーズや課題を踏まえ、次に本市が進むべき方向性を明

確にするため「第２次那須塩原市総合計画」を策定する。 

 

２ 計画期間 

基本構想 平成２９～３８年度までの１０年間 

基本計画 前期：平成２９～３３年度までの５年間、後期：平成３４～３８年度までの５年間 

Ｈ２９
年度 

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ Ｈ３７ Ｈ３８ 

          

 

３ 第１次総合計画の検証 

 内容 検証事項 

基本 

構想 

平成１９～２８年度（１０年間） 

基本政策７政策 

基本施策 

前期３８施策、後期４１施策 

総合計画審議会や庁内検討組織による基本

政策及び基本施策の検証 

基本 

計画 

前期：平成１９～２３年度（５年間） 

後期：平成２４～２８年度（５年間） 

市民アンケートによる施策満足度・重要度及び

ニーズ把握 

後期基本計画における目標指標及び目標値

の達成状況調査 

実施 

計画 

計画期間は２年間 

毎年見直しを行うローリング方式 
行政評価システム（事務事業評価）による検証 

 

 

基本構想：まちづくりの方向性を定め、その実現に向けた長期的かつ総合的な指針と 

なるもの。次の１０年間を見据えた市の将来像などを示す。 

基本計画：本市の目指す将来像を実現 

するために、５年間に取り組む 

具体的な施策などを示す。 

基本計画（後期） 

資料５ 
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４ 計画の策定体制 

（１）審議機関 

◎総合計画審議会（３０名以内） 

那須塩原市総合計画審議会条例（平成１７年那須塩原市条例第２３１号）に基づき、市長の

諮問に応じ、基本構想（案）及び基本計画（案）について調査審議し、答申を行う。 

 

（２）庁内検討組織 

審議会に提出する基本構想（案）及び基本計画（案）等の検討・調整及び新たに盛り込むべ

き内容の提案等のため、庁内に以下の組織を設置する。 

①策定委員会（１６名） 

委員長：副市長、委員：各部長級 

②専門部会（９部会） 

部会長：各部長、部会員：各課長 

③幹事会（１０名）《新規》 

委員長：企画部長、委員：幹事課長 

第１次総合計画における全庁的な組織は検討委員会（部長級）とワーキンググループチー

フ会議（幹事課長補佐）のみであったが、幹事課長をメンバーとする「幹事会」を間に設置す

ることで、より慎重かつ綿密な議論を行いたい。 

④ワーキンググループチーフ会議（１０名） 

座長：企画政策課長、委員：幹事課長補佐（各ＷＧチーフ） 

⑤政策形成研究会（１０名以内）《新規》 

平成２５年１２月庁議報告事項。政策課題に対する調査研究等のため、所属部課長等の

推薦により設置。 

 

（３）市民の参画 

市のまちづくりの指針となる計画を作るにあたり、市民の意見をより広く取り入れるため、下記

の手法を取り入れる。 

①審議会委員の公募 

計画策定時より市民の声を反映するため、審議会委員を公募する。 

②市民アンケートの実施 

無作為抽出による１８歳以上の市民２,０００人を対象にアンケート調査を実施し、施策に対す

る市民の満足度や重要度を把握するとともに、現在の市民ニーズを調査する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【必要サンプル数の算出式】 

ｎ≧Ｎ÷[{（e÷1.96）²×（Ｎ－1）×4}＋1] 

Ｎ＝母集団の数（調査対象者数）（＝１１６,８１３人：平成２７年５月１日現在の人口） 

ｅ＝標本誤差（＝0.05） 

ｎ＝必要サンプル数 

（※ 1.96 は上記の信頼係数と標本誤差を設定した場合に用いる統計上の定数であり、信頼水準９５％の場合） 

※※標本誤差…0.05（５％）の場合、誤差が±５％となることを意味する。 

※※信頼水準…９５％の場合、１００回実施したら９５回は同じ結果となることを意味する。 

計算の結果、ｎ＝382.890･･･となり、必要サンプル数は３８３となる。 

仮に回収率が前回並みとしても、２,０００通×３３．７６％≒６７５通となり、必要サンプル数を満たす。 
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③市民ワークショップの開催《新規》 

市民ワークショップを開催し、市の将来について市民とともに考える機会を設ける。 

④中高生アンケートの実施《新規》 

市の将来を担う中高生を対象にアンケート調査を行い、市の将来に何を求めているのかを

把握する。 

⑤関係団体との意見交換《新規》 

市内の関係団体と意見交換会を実施し、課題の明確化と市が目指す姿について意見を求

める。 

⑥パブリックコメントの実施 

    基本構想（案）及び基本計画（案）についてパブリックコメントを実施し、広く市民の意見を求

める。 

⑦地域説明会の実施 

    基本構想（案）及び基本計画（案）について地域説明会を開催し、広く市民の意見を求める。 

 

（４）議会 

議員全員協議会への定期的な報告や議会からの提言のほか、原案は議会の議決を得る。 

 

５ 他の計画との関連性 

平成２７年３月に策定した「那須塩原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関する検証・検討機

関に総合計画審議会を充てる予定のため、審議会委員に産官学金労等のメンバーを加える。 

また、国土強靭化計画、土地利用調整基本計画、公共施設等総合管理計画を同時期に策定

する予定であり、それぞれ整合性を図る。 

 

６ 策定スケジュール 

平成２７～２８年度の２箇年とし、平成２７年度にて基本構想（案）、平成２８年度にて基本計画

（案）を策定する。 

 

◎平成２７年度の主なスケジュール 

６～７月 

市民アンケートの実施 

８月 

第１回総合計画審議会の開催（平成２７年度４回開催予定） 

１０～１１月 

市民ワークショップ及び団体意見交換の開催 

１月 

基本構想（案）についてパブリックコメントの実施 

３月 

議会への報告 



 

 

 

庁内体制 

総合計画策定委員会 

委員長：副市長 

委員：各部長級 

専門部会 

部会長：各部長 

委員：各課長  

◆企画部会    ◆総務部会 

◆生活環境部会  ◆保健福祉部会 

◆子ども未来部会 ◆産業観光部会 

◆建設部会    ◆教育部会 

◆上下水道部会 

ワーキンググループ 

※専門部会ごとに設置 

チーフ：各部幹事課長補佐 

ワーキンググループチーフ会議 

座長：企画政策課長 

メンバー：幹事課長補佐 

市民参画 

１ 審議会委員の公募 

２ 市民アンケート 

３ 市民ワークショップ 

４ 中高生アンケート 

５ 関係団体との意見交換 

６ パブリックコメント 

７ 地域説明会 

那須塩原市総合計画審議会 

委員：３０名以内 

（１）関係団体の推薦する者 

（２）学識経験を有する者 

（３）公募による市民 

（４）その他市長が必要と認める者 

幹事会 

委員長：企画部長 

委員：幹事課長 

 

市議会 市長 
委嘱・諮問 

答申 

那須塩原市 

意見・提言 

情報提供 

経過報告 

事
務
局
：
企
画
政
策
課
企
画
政
策
係 

第２次那須塩原市総合計画策定体制 

調
査
等
指
示 

報
告 

政策形成研究会 

各部の推薦により１０名程度 
提言 

提言 


